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黒石市教育委員会告示第２号 

 

黒石市地域学校協働活動の実施及び推進に関する要綱を次のように定める｡ 

 

令和５年３月３０日 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行    

 

黒石市地域学校協働活動の実施及び推進に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第５条第２項の規定

に基づき、黒石市立小学校（次条において「小学校」という。）及び当該小学校が

所在する地域住民その他の関係者が互いに連携し、及び協働し、未来を担う子供た

ちの健やかな成長を支えていく活動（以下「地域学校協働活動」という。）を実施

し、及び推進していくために必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 黒石市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、別表の左欄に掲げる

小学校（以下「対象学校」という。）の学区（黒石市立小・中学校の通学区域に関

する規則（昭和５７年黒石市教育委員会規則第３号）第２条第１項に規定する通学

区域をいう。）において地域学校協働活動を実施し、及び推進していくため、当該

学区に所在する同表の中欄に掲げる地区協議会に地域学校協働活動推進本部（以下

「協働本部」という。）を、同表の右欄に掲げる地区協議会に地域学校協働活動推

進支部（以下「協働支部」という。）を置く。 

 （活動内容） 

第３条 協働本部及び協働支部は、次に掲げる地域学校協働活動を行う。 

 (1) 教育活動に対する支援 
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 (2) 児童の情操を育むための学習機会の提供 

 (3) 児童の登下校時における見守りその他安全及び安心を確保する活動 

 (4) 児童と地区住民との交流による地域コミュニティ活動の充実 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、協働本部及び協働支部が必要と認める活動 

 （地域学校協働活動推進員） 

第４条 教育委員会は、地域学校協働活動を円滑かつ効果的に実施するため、社会教

育法第９条の７第１項の規定により、協働本部及び協働支部に黒石市地域学校協働

活動推進員（以下「推進員」という。）を置く。 

２ 推進員は、協働本部及び協働支部を置く地区協議会の会長をもって充て、教育長

が委嘱する。 

３ 推進員の任期は、２年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

４ 推進員は、再任されることができる。 

 （事務局） 

第５条 協働本部及び協働支部に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局員を置く。 

３ 事務局員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 協働本部及び協働支部が所在する黒石市立公民館（黒石公民館を除く。）又は

黒石市西部地区センター（次号において「公民館等」という。）の長 

 (2) 公民館等の職員 

 (3) 対象学校の教職員のうちから校長が指名した者 

 （地域学校協働活動推進会議） 

第６条 対象学校における地域学校協働活動の実施計画その他地域学校協働活動に必

要な事項を協議するため、対象学校ごとに地域学校協働活動推進会議（以下「推進

会議」という。）を置く。 

２ 推進会議の構成員は、次に掲げる者とする。 

 (1) 協働本部の推進員 
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 (2) 協働支部の推進員 

 (3) 事務局員 

 （議長） 

第７条 推進会議に議長を置く。 

２ 議長は、推進会議を総理する。 

３ 推進会議の議長は、前条第２項第１号に掲げる者をもって充てる。 

４ 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者

が、その職務を代理する。 

５ 議長は、必要に応じて推進会議の構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説

明を求めることができる。 

 （推進会議の招集） 

第８条 推進会議は、議長が招集する。 

 （守秘義務） 

第９条 推進会議の構成員（第７条第５項の規定により出席した者を含む。）は、正

当な理由がなく、推進会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （指導、助言等） 

第１０条 教育委員会は、協働本部及び協働支部並びに推進会議に対し、必要な指導

及び助言を行うとともに、協働本部及び協働支部並びに推進会議が適切な活動を行

うことができるよう必要な情報を提供するものとする。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、地域学校協働活動に関し必要な事項は、教

育長が別に定める。 

 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （推進会議の招集の特例） 
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２ 第８条の規定にかかわらず、推進会議が新たに組織される場合の最初の会議は、

教育長が招集する。 

 

別表（第２条関係） 

対象学校 協働本部 協働支部 

黒石市立黒石小学校 西部地区連絡協議会 
北地区振興対策協議会 

中部地区振興協議会 

黒石市立黒石東小学校 東地区連絡協議会 

浅瀬石地区振興協議会 

牡丹平地区社会教育振興

協議会 

追子野木地区連絡協議会 

黒石市立六郷小学校 六郷地区振興協議会 上十川地区振興協議会 

黒石市立東英小学校 
山形地区住みよい環境推

進協議会 
 

 

 


